
2020年度生活衛生関係営業振興指針の改正について

〇 本指針は、生活衛生関係営業の進行を計画的に推進して、公衆衛生の向上及び利用者の利益の増進に資することを目的
に策定されている。
〇 本指針は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の2第1項の規定に基づき、厚生科学審議会
の意見を聴いて厚生労働大臣が設定する。
〇 現在、生活衛生関係16業種、13の指針が策定されている。

＊1）16業種：理容業,美容業,ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業,すし商,めん類,旅館業,浴場業,興行場営業,食肉販売業,食鳥肉販売, 氷雪販売業,一般飲食業,中華料理業,料理業,社交業,
喫茶店営業,

＊2）13の指針：理容業、美容業、クリーニング業、飲食店営業(すし)、飲食店営業(めん類)、旅館業、浴場業、興行場営業、飲食店営業（一般飲食業、中華料理業、
料理業、社交業）及び喫茶店営業

（改正の方針）
〇 第30回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会（平成30年10月31日）の「振興指針改正時期の見直し」及び「振興指針の
見直し方針」に基づき、振興指針の改正を整理。
〇 本年度指針改正の対象は、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業の３指針。
○ 新型コロナウイルス感染症の影響及び衛生対策等について、その他の振興指針に追加の形で記述。
（主な改正項目）
【食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業の３指針】
〇 前回の改正から以下の項目について修正・追加を加え、他業種の振興指針と内容を整合。
第三 振興の目的に関する事項
→ 省エネルギーへの対応、受動喫煙防止対策への対応、メニュー表示等の食品表示に関する対応（食肉販売業、
食鳥肉販売業のみ）について、追記。

第四 振興の目的を達成するために必要な事項 [振興計画事項]
→ 経営課題に即した相談支援に関する事項を新たに追加（平成29年度改正～）
→ 食品関連情報の提供や行政施策の推進に関する事項（食肉販売業、食鳥肉販売業のみ）について、追記。

第五 営業の振興に際し配慮すべき事項 [振興計画事項]
→ 食育、食の安全への関心の高まり及び健康志向等への対応（ （食肉販売業、食鳥肉販売業のみ））について追記。
→ 災害関連について、「東日本大震災への対応」から「災害への対応と節電行動の徹底」へ記述内容を変更
→ 新たに、「最低賃金の引き上げに向けた対応」（平成28年度改正～）及び「働き方・休み方改革に向けた対応」
（平成30年度改正～）を追加

振興指針の目的

2020年度振興指針の改正について
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【新型コロナウイルス感染症に関する記述】

〇 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する記述（影響及び衛生対策等）について、以下の項目について、全ての

振興指針に追加で記述する。

※ 追記する振興指針：理容業、美容業、クリーニング業、飲食店営業(すし)、飲食店営業(めん類)、旅館業、浴場業、

興行場営業、飲食店営業（一般飲食業、中華料理業、料理業、社交業）及び喫茶店営業

第一 ○○業を取り巻く環境

→ 新型コロナウイルス感染症が各業界に大きな影響を与えたこと、与えた影響のデータの紹介を追記。

第三 ○○業の振興の目標に関する事項

→ 新型コロナウイルス感染症による売上減等に対応するため、日本公庫の融資や国・自治体の補助金・助成金の積極的な

活用

→ 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、３つの「密」（密集・密室・密閉）の回避、消毒や換気の徹底、業種別の感染予防

ガイドラインの遵守徹底など、感染症への「新しい生活様式」に向けた衛生対策の徹底について、追記。

第四 ○○業の振興の目標を達成するために必要な事項

→ 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、３つの「密」（密集・密室・密閉）の回避、消毒や換気の徹底、業種別の感染予防

ガイドラインの遵守徹底など、感染症の「新しい生活様式」に向けた衛生対策の徹底について、追記。

○ 新型コロナウイルス感染症に関する記載の追記に当たっては、関係機関において相応の調整期間を要することを見込み、

現行（改正前）の振興指針に適合する旨の認定を受けている振興計画が、振興指針の改正後も有効なものとして取り扱え

るよう、必要な経過措置を設ける予定（食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業に関する振興計画を除く。）。
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○振興指針の見直し方針 （第32回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会資料（H31.1.11）より）
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振興指針の主な改正内容（案）①

第一 食肉販売業を取り巻く状況
・Ｈ30年の食肉販売施設数144,963施設(Ｈ26年比3,092所増)となっている。
・令和２年の営業規模は、従業員5人未満が61.8％、60歳以上の経営者が52.0％となっている。
・経営上の課題としては、①原材料費・諸経費の増加、②客数の減少、③客単価の減少となっている。
・新型コロナによる影響として、①20％以上50％未満の売上減が46.2％､②50％以上80％未満の売上減が26.4％、③20％未満の売上減が24.9％となっている。
・ 今後の経営方針としては、①接客サービスの向上、②広告宣伝の強化が上位に、新型コロナ収束後に予定している取組みとしては、①新たな販売方法の開拓、
②新商品、新メニューの開発、③広報活動の強化が上位に挙げられている。

第二 前期の振興計画の実施状況 （略）

第三 食肉販売業の振興の目標に関する事項
① 「衛生問題への対応」として、新型コロナの影響に伴う「新しい生活様式」に順応した感染予防ガイドラインの遵守等衛生対策の徹底、食品衛生法改正に伴い
ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた営業者による衛生管理の確実な実施を追記。

② 「高齢者、障害者及び子育て世帯等への配慮」として、「買い物弱者等」層に対して地域密着の強みを活かしたきめ細やかな商品やサービスの提供、バリアフ
リーの取組みを記述。
③ 「省エネルギーへの対応」として、LED照明装置やエネルギー効率の高い空調設備等の導入等を記述。
④ 「受動喫煙防止への対応」として、健康増進法及び労働安全衛生法に基づき、「望まない受動喫煙」が生じないよう、受動喫煙による国民や労働者の健康への
悪影響等の記載、多数の者が利用する施設の管理者が受動喫煙防止に必要な措置を講じることを追加し、受動喫煙防止を促進。

⑤ 「税制及び融資の支援措置」として、日本政策金融公庫による融資内容(振興事業促進支援制度、生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)を紹介。
⑥ 「関係者（国、都道府県等、都道府県指導センター及び日本公庫）に期待される役割」として、各種申請、研修会、融資相談などの機会を捉えた組合未加入者
に対する情報提供や制度の活性化等を記述。

第四 食肉販売業の振興の目標を達成するために必要な事項
① 「営業者の取組み」として、新型コロナの影響に伴う「新しい生活様式」に順応した感染予防ガイドラインの遵守等衛生対策の徹底、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理
の徹底、店舗のコンセプト及び経営戦略の明確化、経営手法・熟練技術の効率的な伝承、省エネルギー対応、生産性向上等を図るためのセミナー等への各種
制度の活用、などを追記。

② 「営業者に対する支援」として、経営改善に役立つ手引きや好事例集等の活用、生産性向上等を図るセミナーの組合員参加促進、ＩＣＴの活用に係るサポート、
創業や事業承継における助言・相談、経営特別相談員による経営指導の周知等を追記

第五 営業の振興に際し配慮すべき事項
営業者の社会的責任として、衛生水準の確保と経営の安定、ＳＤＧsの取組みへの貢献の他、以下の項目を拡充。
① 「少子高齢化社会等への対応」として、高齢者、障害者、妊産婦や子ども連れ等に配慮した店舗づくりや子育て世帯・共稼ぎ世帯が働きやすい職場環境の
整備。
② 新たに「禁煙等に関する対策」として、店舗内の禁煙や喫煙専用室等の設置や従業員に対する受動喫煙防止対策への取組みを記述。
③ 新たに「災害への対応と節電行動の徹底」として、災害対応能力の維持向上、地域の防災訓練の参加、被災者支援及びコミュニティの復元、節電啓発への
取組みなどを記述。
④ 新たに「最低賃金の引き上げを踏まえた対応」として、営業者の役割として、最低賃金の遵守や業務改善助成金等の制度の活用等、営業者への支援として、
最低賃金の理解と周知、助成金の利用促進、セミナー等の開催と参加促進などを記述。
⑤ 新たに「働き方・休み方改革に向けた対応」として、営業者の役割として、従業員に対する長時間労働の是正や年次有給休暇の取得、雇用形態に関わらない
待遇改善、職場のハラスメント対策、営業者への支援として、相談窓口や研修会等の紹介、働き方・休み方改革を促進するための振興事業貸付等の活用等を
記述。

食肉販売業
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振興指針の主な改正内容（案）②

第一 食鳥肉販売業を取り巻く状況
・令和２年の営業規模は、従業員5人未満が45.5％、60歳以上の経営者が63.7％となっている。
・経営上の課題としては、①人件費の上昇、②客数の減少、③客単価の減少となっている。
・新型コロナの影響として、①20％以上50％未満の売上減が46.2％､②50％以上80％未満の売上減が26.4％、③20％未満の売上減が24.9％となっている。
・今後の経営方針としては、①接客サービスの向上、②店舗・設備の改装が上位に、新型コロナ収束後に予定している取組みとしては、①新たな販売方法の
開拓、②新商品、新メニューの開発、③広報活動の強化が上位に挙げられている。

第二 前期の振興計画の実施状況 （略）

第三 食鳥肉販売業の振興の目標に関する事項
① 「衛生問題への対応」として、新型コロナの影響に伴う「新しい生活様式」に順応した感染予防ガイドラインの遵守等衛生対策の徹底、食品衛生法改正に伴い
ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた営業者による衛生管理の確実な実施を追記。

② 「高齢者、障害者及び子育て世帯等への配慮」として、「買い物弱者等」層に対して地域密着の強みを活かしたきめ細やかな商品やサービスの提供、バリアフ
リーの取組みを記述。

③ 「省エネルギーへの対応」として、LED照明装置やエネルギー効率の高い空調設備等の導入等を記述。
④ 「受動喫煙防止への対応」として、健康増進法及び労働安全衛生法に基づき、「望まない受動喫煙」が生じないよう、受動喫煙による国民や労働者の健康への
悪影響等の記載、多数の者が利用する施設の管理者が受動喫煙防止に必要な措置を講じることを追加し、受動喫煙防止を促進。

⑤ 「税制及び融資の支援措置」として、日本政策金融公庫による融資内容(振興事業促進支援制度、生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)を紹介。
⑥ 「関係者（国、都道府県等、都道府県指導センター及び日本公庫）に期待される役割」として、各種申請、研修会、融資相談などの機会を捉えた組合未加入者
に対する情報提供や制度の活性化等を記述。

第四 食鳥肉販売業の振興の目標を達成するために必要な事項
① 「営業者の取組み」として、新型コロナの影響に伴う「新しい生活様式」に順応した感染予防ガイドラインの遵守等衛生対策の徹底、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理
の徹底、店舗のコンセプト及び経営戦略の明確化、経営手法・熟練技術の効率的な伝承、省エネルギー対応、生産性向上等を図るためのセミナー等への各種
制度の活用、などを追記。

② 「営業者に対する支援」として、経営改善に役立つ手引きや好事例集等の活用、生産性向上等を図るセミナーの組合員参加促進、ＩＣＴの活用に係るサポート、
創業や事業承継における助言・相談、経営特別相談員による経営指導の周知等を追記

第五 営業の振興に際し配慮すべき事項
営業者の社会的責任として、衛生水準の確保と経営の安定、ＳＤＧsの取組みへの貢献の他、以下の項目を拡充。
① 「少子高齢化社会等への対応」として、高齢者、障害者、妊産婦や子ども連れ等に配慮した店舗づくりや子育て世帯・共稼ぎ世帯が働きやすい職場環境の
整備。
② 新たに「禁煙等に関する対策」として、店舗内の禁煙や喫煙専用室等の設置や従業員に対する受動喫煙防止対策への取組みを記述。
③ 新たに「災害への対応と節電行動の徹底」として、災害対応能力の維持向上、地域の防災訓練の参加、被災者支援及びコミュニティの復元、節電啓発への
取組みなどを記述。
④ 新たに「最低賃金の引き上げを踏まえた対応」として、営業者の役割として、最低賃金の遵守や業務改善助成金等の制度の活用等、営業者への支援として、
最低賃金の理解と周知、助成金の利用促進、セミナー等の開催と参加促進などを記述。
⑤ 新たに「働き方・休み方改革に向けた対応」として、営業者の役割として、従業員に対する長時間労働の是正や年次有給休暇の取得、雇用形態に関わらない
待遇改善、職場のハラスメント対策、営業者への支援として、相談窓口や研修会等の紹介、働き方・休み方改革を促進するための振興事業貸付等の活用等を
記述。

食鳥肉販売業
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振興指針の主な改正内容（案）③

第一 氷雪販売業を取り巻く状況
・Ｈ30年の販売施設数1,516施設(Ｈ26年比294施設減)となっている。
・令和２年の営業規模は、従業員5人未満が73.5％、60歳以上の経営者が69.4％となっている。
・経営上の課題としては、①客数の減少、②客単価の減少、③原材料費・諸経費の増加となっている。
・新型コロナの影響として、 ①50％以上80％未満の売上減が39.9％②80％以上の売上減が38.2％、③20％以上50％未満の売上減が16.4％となっている。
・今後の経営方針としては、①広告宣伝の強化、②接客サービスの向上が上位に、新型コロナ終息後に予定している取組みとしては、①新たな販売方法の開拓、
②広報活動の強化、③新商品・新メニューの開発が上位に挙げられている。

第二 前期の振興計画の実施状況 （略）

第三 氷雪販売業の振興の目標に関する事項
① 「衛生問題への対応」として、新型コロナの影響に伴う「新しい生活様式」に順応した感染予防ガイドラインの遵守等衛生対策の徹底、食品衛生法改正に伴い
ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた営業者による衛生管理の確実な実施を追記。

② 「高齢者、障害者及び子育て世帯等への配慮」として、「買い物弱者等」層に対して地域密着の強みを活かしたきめ細やかな商品やサービスの提供、バリアフ
リーの取組みを記述。

③ 「省エネルギーへの対応」として、LED照明装置やエネルギー効率の高い空調設備等の導入等を記述。
③ 「受動喫煙防止への対応」として、健康増進法及び労働安全衛生法に基づき、「望まない受動喫煙」が生じないよう、受動喫煙による国民や労働者の健康への
悪影響等の記載、多数の者が利用する施設の管理者が受動喫煙防止に必要な措置を講じることを追加し、受動喫煙防止を促進。

④ 「税制及び融資の支援措置」として、日本政策金融公庫による融資内容(振興事業促進支援制度、生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)を紹介。
⑤ 「関係者（国、都道府県等、都道府県指導センター及び日本公庫）に期待される役割」として、各種申請、研修会、融資相談などの機会を捉えた組合未加入者
に対する情報提供や制度の活性化等を記述。

第四 氷雪販売業の振興の目標を達成するために必要な事項
① 「営業者の取組み」として、新型コロナの影響に伴う「新しい生活様式」に順応した感染予防ガイドラインの遵守等衛生対策の徹底ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の
徹底、店舗のコンセプト及び経営戦略の明確化、経営手法・熟練技術の効率的な伝承、省エネルギー対応、生産性向上等を図るためのセミナー等への各種制度
の活用、などを追記。

② 「営業者に対する支援」として、経営改善に役立つ手引きや好事例集等の活用、生産性向上等を図るセミナーの組合員参加促進、ＩＣＴの活用に係るサポート、
創業や事業承継における助言・相談、経営特別相談員による経営指導の周知等を追記

第五 営業の振興に際し配慮すべき事項
営業者の社会的責任として、衛生水準の確保と経営の安定、ＳＤＧsの取組みへの貢献の他、以下の項目を拡充。
① 「少子高齢化社会等への対応」として、高齢者、障害者、妊産婦や子ども連れ等に配慮した店舗づくりや子育て世帯・共稼ぎ世帯が働きやすい職場環境の
整備。
② 新たに「禁煙等に関する対策」として、店舗内の禁煙や喫煙専用室等の設置や従業員に対する受動喫煙防止対策への取組みを記述。
③ 新たに「災害への対応と節電行動の徹底」として、災害対応能力の維持向上、地域の防災訓練の参加、被災者支援及びコミュニティの復元、節電啓発への
取組みなどを記述。
④ 新たに「最低賃金の引き上げを踏まえた対応」として、営業者の役割として、最低賃金の遵守や業務改善助成金等の制度の活用等、営業者への支援として、
最低賃金の理解と周知、助成金の利用促進、セミナー等の開催と参加促進などを記述。
⑤ 新たに「働き方・休み方改革に向けた対応」として、営業者の役割として、従業員に対する長時間労働の是正や年次有給休暇の取得、雇用形態に関わらない
待遇改善、職場のハラスメント対策、営業者への支援として、相談窓口や研修会等の紹介、働き方・休み方改革を促進するための振興事業貸付等の活用等を
記述。

氷雪販売業
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新型コロナウイルス感染症に関する記述及び取扱について（案）

○ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) の取扱については、世界的大流行となり国内外に未曾有の経済的社会的影響を与えていることや、
生活衛生業の全業種で衛生対策の遵守・徹底を図る必要がある取組みであることから、全振興指針に追記する形で調整する。

○ 記述内容は、統一的な書きぶりとする。

第一 ○○業を取り巻く状況
・令和元年12月に確認され、世界的大流行となった新型コロナウイルス感染症(COVID-19)（以下、「新型コロナウイルス感染症」という。）の
影響に伴う感染拡大防止措置は社会経済に大きな影響を与え、我が国の○○業も多大な影響を受けたところである。
・新型コロナウイルス感染症が与えた影響に関するデータ関係。

第二 前期の振興計画の実施状況 （追記なし）

第三 ○○の振興の目標に関する事項
一 営業者の直面する課題と地域社会から期待される役割

・新型コロナウイルス感染症に伴う売上減や経営維持、雇用確保等に対応するため、日本公庫の融資や国・自治体の補助金・助成制度
を積極的に活用して早期に業績回復を図る必要がある。

二 今後５年間における営業の振興の目標
１ 衛生問題への対応
・新型コロナウイルス感染症の世界的大流行に伴い、我が国でも３つの「密」（密集・密室・密接）の回避、人と人との距離を空ける、消毒
や換気の徹底、業種別の感染予防ガイドラインの遵守・徹底など、感染症対策に関する「新しい生活様式」に向けて徹底した衛生対策
が求められている。

第四 ○○販売業の振興の目標を達成するために必要な事項
一 営業者の取組
１ 衛生水準の向上に関する事項
（１）日常の衛生管理に関する事項
・新型コロナウイルス感染症の世界的大流行に伴い、我が国でも３つの「密」（密集・密室・密接）の回避、人と人との距離を空ける、
消毒や換気の徹底、業種別の感染予防ガイドラインの遵守・徹底など、感染症対策に関する「新しい生活様式」に向けて徹底した
衛生対策を行う必要がある。

第五 ○○の振興に際し配慮すべき事項 （追記なし）
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振興指針に追加する内容（案） 理容業、美容業、クリーニング業、飲食店営業(すし)、飲食店営業(めん類)、旅館業、浴場業、興行場営業、
飲食店営業（一般飲食業、中華料理業、料理業、社交業）及び喫茶店営業



２年10月27日 第36回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会
・振興指針改正（食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業）を調査審議

12月１日(予定) 第37回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会
・第36回分科会の審議を踏まえ、全体を調査審議
・新型コロナウイルス感染症に関するその他振興指針への追加記述を調査審議

12月中旬～１月上旬 分科会での了解を経た上で、告示改正に向けた準備
１月中旬 2020年度振興指針改正案（食肉販売業、食鳥販売業、氷雪販売業及びその

他振興指針（新型コロナウイルス感染症の追記））を告示

年度内スケジュール（予定）

クリーニング業

美容業

理容業

飲食店営業
(すし店)

2018年度

飲食店営業
(一般飲食)（すし店）
(中華) （めん類）
(料理) （社交業）
喫茶店営業

2021～2022年度

氷雪販売業

食肉販売業

2020年度

食鳥肉販売業

旅館業

浴場業

飲食店営業
(めん類)

2019年度

興行場営業

クリーニング業

美容業

理容業

2023年度

旅館業

浴場業

2024年度

興行場営業

今後の改正スケジュール（第32回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会資料（H31.1.11）より）

※ 新型コロナウイルス感染症（影響及び衛生対策等）の記述については、2020年度に全振興指針に追加。

8



9

【関係法令】
◎生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和３２年法律第１６４号）（抄）
（振興指針）
第５６条の２ 厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針

（以下「振興指針」という。）を定めることができる。
２ 振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 目標年度における衛生施設の水準、役務の内容又は商品の品質、経営内容その他の振興の目標及び役
務又は商品の供給の見通しに関する事項
二 施設の整備、技術の開発、経営管理の近代化、事業の共同化、役務又は商品の提供方法の改善、従事者
の技能の改善向上、取引関係の改善その他の振興の目標の達成に必要な事項
三 従業員の福祉の向上、環境の保全その他の振興に際し配慮すべき事項
３ 振興指針は、公衆衛生の向上及び増進を図り、あわせて利用者又は消費者の利益に資するものでなければ
ならない。

（審議会等）
第５８条
２ 厚生労働大臣は、第９条第１、第５５条若しくは第５７条の１２第１項の認可に関する処分、第９条第４項の基準
の設定、第１１条第１項（第５６条及び前条において準用する場合を含む。）若しくは第５７条第１項の規定による
命令、第１１条第１項若しくは第二項（これらを第五十六条及び前条において準用する場合を含む。）の規定に
よる認可の取消し、第５６条の２第１項の規定による振興指針の設定又は第５６条の６第１項の規定による料金
若しくは販売価格に係る勧告をしようとするときは、厚生科学審議会に諮問しなければならない。

◎厚生科学審議会令（平成１２年政令第２８３号）
（分科会）
第５条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務の

うち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
[生活衛生適正化分科会]
１ 生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議すること。
２ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和３２年法律第１６４号）の規定により審議
会の権限に属させられた事項を処理すること。


